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＜相談事例＞ 

パソコンを使用中、急に「ウィルス感染」と表示が出て、大きな警告音が鳴った。慌て 

て画面に表示されていたサポート窓口に電話したところ、「パソコンがウィルスに感染 

しています。除去するので、コンビニで 5万円分のプリペイド型電子マネーを買い、番 

号を教えてください。」と言われた。指示に従い、相手に番号を伝えても、「番号を間違 

えています。もう一度購入してください。」と言われ、不審に思い電話を切った。 

（７０歳代男性） 

＜アドバイス＞ 

●実在するパソコンのＯＳ会社やセキュリティ 

ソフト会社などが表示されていても、それは 

偽物です。警告画面を閉じるか、パソコンの 

           電源を切りましょう。 

 

●警告画面に表示されているサポート窓口には 

電話をしないでください。電話をすると、不安 

をあおられ、料金を支払うよう誘導されます。 

 

●相手から不安をあおられても、請求された料金を支払わず、プリペイ 

ド型電子マネーを買ったり、クレジットカード番号を伝えたりしない 

ようにしましょう。 

 

●不安なときは、まずは消費生活センターに相談しましょう。                                       
 

北九州市立消費生活センター（ウェルとばた 7Ｆ）   ☎８６１－０９９９ 

小倉北相談窓口【小倉北区役所西棟１Ｆ】             ☎５８２－４５００  

小倉南相談窓口【小倉南区役所３Ｆ】               ☎９５１－３６１０ 

八幡西相談窓口【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】    ☎６４１－９７８２ 

※門司、若松、八幡東各窓口の面談による相談は、まずは消費生活センター 

☎８６１－０９９９へ電話でご相談ください。  

消費者ホットライン☎１８８
い や や

（あなたの地域の消費生活センターにつながります。） 
まもりん     


